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【食育（しょくいく）の意味】 

一人ひとりが自らの食について考える習慣を身に付け、食に関する知識や

食べ物を選択する能力を習得し、豊かな自然や食に感謝しながら、健全な

食生活を実践するための力を育むこと。 
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１．計画の趣旨 

 

市では、平成２３年に能代市食育推進計画を策定しました。その後、平成２８

年３月に第２期、令和３年３月には第３期推進計画を策定し、地域や学校、関係

団体等の連携のもと食育及び地産地消の実践や周知を推進してきました。 

この結果、保育所等や学校をはじめとする関係団体において、食育及び地産地

消に関する様々な取り組みが実施されてきました。 

一方で、第３期推進計画における食育推進の目標値について、数値の改善がみ

られるものの、目標達成に至っていない項目が多数あることから第４期計画に

おいて、引き続き推進する必要があります。 

また、全国的な食をめぐる現状として、朝食又は夕食を家族と一緒に食べる

「共食」の回数の減少や２０歳以上の野菜類・果実類の摂取量は減少傾向にある

など、健全な食生活が失われつつあります。 

このため、第３期推進計画の方針や視点など、基本的な方向性は維持しながら、

社会情勢や環境の変化等を踏まえ、市民一人ひとりが主役となり食育及び地産

地消推進活動に取り組むことができるよう、「第４期能代市食育推進計画」を策

定します。 
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第２次能代市総合計画 

“わ”のまち 能代 

◎元気で魅力あるまち 

◎笑顔で人が輝くまち 

◎豊かで活力あるまち 

◎安心で暮らしやすいまち 

関連計画 

●のしろ健康２１計画 

●能代市こども計画 

●能代市教育等の振興に関する施策の大綱 

         など 

２. 計画の位置づけ 

 

本計画は、食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条第１項に基づ

く、市町村食育推進計画であるとともに、地域資源を活用した農林漁業者等

による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（六次

産業化・地産地消法）第４１条第１項に基づく促進計画として位置付けます。 

また、本計画は国・県の食育関連計画や第２次能代市総合計画をはじめ

とする各種計画と連携を図り、本市における食育及び地産地消を推進する

ための行動計画として取り組みます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 計画期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。ただ

し、社会情勢の変化や計画の進捗状況により、必要に応じて随時見直しを行い

ます。 

食育基本法 

第５次食育推進基本計画（国） 

第５期秋田県食育推進計画 

六次産業化・地産地消法 

基本方針（国） 

秋田県農林水産業・農山漁村

振興基本計画 

【計画イメージ】 

第４期 

能代市食育推進計画 

人と人の「和」 

地域資源で活

力を生む

「環」 

未来へつなぐ

安心の「輪」 
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１．これまでの取組 

 

基本方針１ 食を通じた健康づくりをしよう 

基本目標 

○毎日３食きちんと食べよう。 

○主食・主菜・副菜を組み合わせたバランスの良い食事を心がけよう。 

○食塩や野菜の摂取量などを意識しよう。 

○家族や仲間と楽しく食事をし、絆を深めよう。 

○食後の歯磨きを習慣化しよう。 

○健康的で豊かな食生活を実践し、健康の維持に努めよう。 

 

保育所等では栄養士、学校では栄養教諭を中心として「食」に関する講話や給

食・食育だよりの発行などによる情報提供を行い、健康でバランスのいい食生活

習慣を意識するよう様々な取り組みが行われ、朝食の大切さや栄養に関する知

識を身に付けるきっかけを提供できたと考えられます。 

 

基本方針２ 食に関する知識を身に付けよう 

基本目標 

○食品の安全・安心に関する知識を身に付けよう。 

○自分の体質や体調に応じた食を選択する力を身に付けよう。 

○食事マナーや作法を学び、豊かな人間性を育もう。 

○手洗いや適切な食品管理で、感染症や食中毒の予防に努めよう。 

○食材の買い過ぎや食べ残しを減らし、環境問題へ貢献しよう。 

○食の大切さを学び、豊かな心と健康な体を育もう。 

  

各団体や保育所等・学校において、食に関する指導を行い、栄養や食生活などの

知識を身に着け、自身の食生活について自ら考える力を育む取組を行い、食を選

択する力を身に付ける機会を提供できたと考えられます。 

また、飲食店に食べ残しをなくすようポスターを配布するなどの取り組みを

実施しました。 

 

第２章 第３期食育推進計画の取組と評価 
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基本方針３ 地元食材を通じて能代を知り、地産地消を進めよう 

基本目標 

○能代の旬な食材や郷土料理、行事食を食卓に取り入れよう。 

○家庭の味や郷土の食文化を守り、普及・伝承に努めよう。 

○農林漁業体験を通して、地元食材への理解を深め、食や生産者等への感謝の心

を育もう。 

○地産地消協力店の登録推進に努めます。 

○地場産農産物の利用促進に向けて積極的な情報発信に努めます。 

 

市では、園児や児童を対象に農作業体験を行い、地元の生産者との交流を通し

て感謝の心を育み、食の大切さについて理解してもらうことができました。 

また、保育所等や小中学校では、給食に郷土料理を取り入れるなど、能代の味

を楽しむ取り組みが行われました。 

 そのほか、市では地産地消協力店の登録推進や、農業者が行う地場産農産物を

利用した６次産業化の支援などを実施し、地産地消の推進に努めました。 

 

基本方針４ 計画的な食育推進運動を進めよう 

基本目標 

○能代市食育推進会議で、計画の進行管理を行います。 

○農林漁業体験を通して、消費者と生産者の交流を図ります。 

○食に関する情報提供や交流の機会を増やします。 

○意識化を図るセミナーや講演会等を開催します。 

〇食育の推進においてインターネット等を有効活用します。 

〇食育により、食や生産者等への感謝を深め、環境に配慮した食生活の推進に取

り組みます。 

〇持続可能な食を支える食育を推進します。 

○市民の健全で豊かな人間形成を目指し、地域全体で食育推進に取り組みます。 

 

市では、広報のしろで食育・地産地消に関する情報の掲載、食育の日や食育月

間、食育フェスタや健康展などのイベント時における食育に関するＰＲ活動を

実施し、食育に興味を持つきっかけを提供することができたと考えられます。引

き続き食育フェスタを出展する必要があると感じました。 
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２．現状と課題 

 

基本方針１ 食を通じた健康づくりをしよう 

 

【毎朝、朝食を食べる子供の割合】 

 
（令和６年度秋田県『児童生徒のライフスタイル調査』より）※能代市分 

 

 毎朝、朝食を食べる子供の割合は、小学生では、「毎日食べている（８７.０％）」

と「ほぼ毎日食べている（８.０％）」を合わせると９５％という状況です。中学

生では、「毎日食べている（８１.５％）」と「ほぼ毎日食べている（１１.６％）」

を合わせると９３.１％という状況であり、目標としていた１００％には到達し

ていません。 

 朝食をとることで、脳や体を目覚めさせ朝から元気に活動することができま

す。子供のころから毎日朝食をとることを習慣化することにより、青年期以降の

朝食欠食率の減少につながります。 

 

【主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の者の割合】 

（令和６年度市子育て支援課「食育」に関するアンケート調査より） 

 

 ３歳児の子供を持つ親対象の食育に関するアンケート調査で、主食・主菜・副

菜を組み合わせた食事が１日２回以上の者の割合は、「ほぼ毎日」が４８.８％、

「週４～５回程度」が２６.８％、「週２～３回程度」が２４.４％となりました。 

 「週２～３回程度」「週４～５回程度」と回答した人が半数以上であったため、

バランスの取れた食事を習慣化している人を増やす取り組みが必要になります。 

81.5

87.0

11.6

8.0

3.9

3.5

3.0

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学生

小学生

毎日 ほぼ毎日 あまり ほとんど食べない

48.8

26.8

24.4
ほぼ毎日 週４～５回

週２～３回

単位（％） 
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【野菜の摂取状況】 

                           
（市民健康意識調査より） 

 

国は成人の１日の野菜摂取量を３５０ｇとすることを目標としていますが、

そのことを知っている人の割合は４４.９％と半数を割っており、目標としてい

た５０％に届いていない状況です。野菜１日３５０ｇ摂取を達成していると思

う人は更に低く、１４．５％となっており、認知していても達成している人が少

ないことがわかります。 

 前回調査時から、認知率・達成率の数値は増えているものの、実施している人

の割合は、まだ２割に達していません。 

野菜に含まれるビタミン・ミネラル等の栄養素は体内で大切な働きをしてい

るため、３５０ｇのうち緑黄色野菜は１２０ｇ、淡色野菜は２３０ｇを目安に３

食に分けて不足しないように食べることが大切です。３５０gと聞くと多く感じ

るかもしれませんが、加熱するなど、調理方法を工夫することでボリュームを減

らすことができます。 

全ての世代での積極的な摂取につながるよう、健康づくりのための野菜摂取

の必要性・必要量の情報発信、野菜をたっぷり食べられる工夫や調理法の普及啓

発を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

44.9

43.5

54.6

55.6

0.5

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R６年度

R３年度

野菜３５０ｇ認知率

知っている 知らない 無回答

14.5

12.1

66.8

67.7

17.8

18.5

0.9

1.6

0% 50% 100%

R6

R3

野菜３５０g達成率

思う 思わない わからない 無回答

 

 

 

写真 or イラスト or レシピ 
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【塩分の摂取状況】 

                        
（令和６年度市民健康意識調査より） 

 

 市では、高血圧を中心とした生活習慣病予防の観点から、塩分摂取量７g/日未

満を目標としています。 

そのことを知っている人の割合は４７.５％となっており、いまだ半数以上の

方が「知らない」と答えています。 

 また、塩分摂取量１日７g 未満を達成していると思う人はさらに低く、１７．

４％となっているほか、わからないと回答した人が３７．２％となっています。 

 引き続き塩分と健康に関する講話や研修会の実施、減塩レシピの積極的な紹

介など生活習慣病予防につながる減塩対策が必要です。 

 また、各家庭において「だしや香味野菜・香辛料・酸味・うま味を活用する」

「麺類のスープを残す」など、自分に合った減塩方法を実践することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.5 52.2 0.3

0% 50% 100%

R6

塩分７ｇ未満認知率

はい いいえ 無回答

17.4 43.8 37.2 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R6

塩分７ｇ未満達成率

思う 思わない わからない 無回答

 

 

 

写真 or イラスト or レシピ 
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基本方針２ 食に関する知識を身に付けよう 

 

【食事の食べ残しを減らす心がけや工夫をしている人の割合】 

 
（令和６年度市民意識調査より） 

 

 令和６年度の市民意識調査によると、９割近くの市民が、食事の食べ残しを減

らす心がけや工夫をしていることがわかります。食品ロスを減らすことにより、

二酸化炭素の排出量の減少や、家計負担の軽減などのメリットがあるため、引き

続き飲食店に対して啓発用ポスターの配布や、各家庭に対し広報のしろ等での

周知を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.7

11.3

心がけや工夫をしている(どち

らかといえば心がけや工夫をし

ている)
心がけや工夫をしていない(ど

ちらかといえば心がけや工夫を

していない)

単位（％）

 

 

 

写真 or イラスト 
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【食事や栄養バランスに気を付けている人の割合】 

 
（令和６年度市民健康意識調査より） 

 

令和６年度市民健康意識調査によると「野菜をたくさん食べるようにしてい

る」の割合が４９.０％でもっとも高く、これに「主食、主菜、副菜を組み合わ

せた食事を１日２食以上ほぼ毎日摂る」（３８.２％）、「寝る前２時間は食べない

ようにしている」（３６.１％）と続いています。「自分に必要な栄養量を知って

おり、それに合わせて食事をとっている」と「外食や総菜を利用するときは、栄

養成分表示を見る」の割合が低くなっており、栄養に関する具体的な知識を身に

付ける必要があると考えられます。 

そのため、引き続き栄養学習会を開催し、安全・安心な食生活を送るために食

に関する知識を持ち、自分にあった食を選択する力を身に付けることが必要で

す。 

 

 

3.2

4.7

6.3

17.9

20.0

22.3

22.8

32.3

36.1

38.2

49.0

0 10 20 30 40 50 60

その他

外食や惣菜を利用するときは

栄養成分表示を見る

自分に必要な栄養量を知っており

それに合わせて食事をとっている

特に気を付けていない

腹８分目にしている

脂肪の多い食品や油を控えている

１日１食は家族など２人以上で

食べるようにしている

塩分を控えめにする

寝る前２時間は食べないようにしている

主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を

１日２食以上ほぼ毎日摂る

野菜をたくさん食べるようにしている



10 

 

基本方針３ 地元食材を通じて能代を知り、地産地消を進めよう 

 

【地産地消推進状況】 

 
 

市内直売所の販売額について、第３期推進計画期間内で微増ではありますが、

年々増加しています。増加の要因は、コロナ禍の終息により利用者が回復したた

めと考えられます。地産地消協力店※１について、店舗数が横ばいとなっていま

す。 

市内直売所を含む地産地消協力店の情報を、引き続き、市ホームページやＳＮ

Ｓ、広報のしろに掲載し、利用促進につながる積極的な情報発信が必要です。 

 

【地場産農産物の学校給食使用率】 

 
（学校給食物資使用調査表：野菜２１品目の割合参照） 

 

地場産農産物の学校給食使用率については、第３期推進計画の目標値には至

っていませんが、県平均を上回っています。天候などに左右されがちな食材供給

の安定化や、学校給食に使用するための一定以上の数量が確保できる食材が限

られているなど、地元食材の使用割合を増やしていくことが難しい状況となっ

ています。 

 今後は、学校給食に使用できる地元食材の調達方法の工夫を検討しつつ、栄養

教諭や生産者等の各関係機関と更なる連携に努める必要があります。 

0

20000

40000

60000
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直売所販売額

0
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【学校給食における地場産農産物の使用取り組み数】 

 
（地場産物品数調査） 

 

学校給食における地場産農産物の使用取り組み数について、令和３年度から

令和５年度にかけて年々増加しておりましたが、物価高騰等の影響により令和

６年度の数値が減少する結果となりました。 

地場産農産物の安定的な確保が難しくなっていることが原因と考えられるた

め、関係機関や地元生産者と連携を図りながら数値の回復に向けて取り組む必

要があります。 

 

【栽培・収穫体験を実施している保育所・認定こども園等・小学校の割合】 

 
（食育関連事業取り組み調査） 

 

食育関連事業取り組み調査によると、栽培・収穫体験を実施している保育所・

認定こども園等・小学校の割合は、令和３年度の実施率は９６.０％でしたが、

令和４年度には１００.０％を達成しました。その後も令和７年度まで数値を維

持しております。 

 農作業体験には「食への関心が高まる」「自然に触れることで感性が豊かにな

る」などのメリットがあるため、引き続き数値を維持していく必要があります。 
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基本方針４ 計画的な食育推進運動を進めよう 

 

【食育に関心がある市民の割合】 

 
（市民意識調査より） 

 

市民意識調査によると、半数以上の市民が「食育」に関心を示しているものの、

第３期推進計画で設定した目標値の達成には至っておりません。 

食育の日や食育月間※２、イベント時だけでなく、年間を通じた情報提供や啓

発活動のほか、学校や保育所等の関係機関と更なる連携に努める必要がありま

す。 
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３．目標数値の達成状況 

【 達成状況の評価 】 

：目標達成できたもの （晴れマーク） 
：目標達成できなかったが、改善できたもの （曇りマーク） 

：改善がみられなかったもの （傘マーク） 

No. 項    目 
基本

方針 

計画当初 

(R2年度) 

目標値 

(R7年度) 

実績値 

（直近） 

達成

状況 

１ 毎朝、朝食を食べる子どもの割合 １ 
90.3% 

(R1年度) 
100% 

83.3% 

(R6年度)  

２ 
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事

が 1日 2回以上の者の割合 
１ 

51.7% 

(R1年度) 
増加 

48.8% 

(R6年度)  

３ 
成人の１日の野菜摂取量を 350ｇとす

ることを知っている人の割合 
１ 

40.2% 

(H29年度) 
50% 

44.9% 

(R6年度)  

４ 
塩分摂取量を１日 7ｇ未満にしていると思

う人の割合 
１ 

16.5% 

(H29年度) 
30% 

17.4% 

(R6年度)  

５ 
食事の食べ残しを減らす心がけや工夫

をしている人の割合 
２ - 増加 

88.7% 

(R6年度)  

６ 地場農産物の学校給食使用率 ３ 
35.6% 

(R1年度) 
40％ 

30.8% 

(R5年度)  

７ 
学校給食における地場農産物の使用取り

組み数（品数） 
３ - 増加 

68.1% 

(R6年度 

4～12月) 

 

８ 
栽培・収穫体験を実施している保育所 

認定こども園等・小学校の割合 
３ 

92.3％ 

(R１年度) 
100％ 

100％ 

(R6年度)  

９ 「食育」に関心を持っている人の割合 ４ 
61.6％ 

(R2年度) 
80％ 

75.2％ 

(R6年度)  

・No.1：令和６年度秋田県「児童生徒のライフスタイル調査」結果 

・No.2：令和６年度「食育」に関するアンケート調査結果 

・No.3,4：市民健康意識調査結果 NO.4 計画当初、塩分摂取量を 1 日男性 7.5ｇ未満、女性 6.5

ｇ未満にしていると思う人の割合 

・No.5,9：市民意識調査結果 

・No.6：学校給食物資使用調査結果：野菜２１品目の割合参照  

・No.7：地場産物品数調査結果 

・No.8：食育関連事業取り組み調査結果  
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１.基本理念 

全ての市民が健康で心豊かに暮らすため、食の大切さを理解し、主体的に食を

選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できるよう、ライフステージに応じ

た食育活動を推進し、心身の健康増進と豊かな人間形成を図ります。 

 

市民一人ひとりが、自らの食について考える習慣や食に関する

知識、食べ物を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践する力

を育むための活動を推進します。 

 

地場産農産物や郷土料理への愛着を深め、食品ロスの削減を含

めた環境に調和した食生活や地産地消を促進し、豊かな自然環境

や食に感謝する心を育むための活動を推進します。 

 

２.基本方針と基本目標 

 

 基本理念を実現するため、次の４つの基本方針を設定し、基本方針ごとに達成

すべき基本目標を設定します。 

家庭、保育所・認定こども園等、学校、地域、生産者、食に関わる団体等と連

携を図りながら各々の役割に応じて推進します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ※３食育ピクトグラム 

第３章 第４期食育推進計画について 

食を通じた 

健康づくりを 

しよう  

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 

食に関する知識

を身に付けよう 

 

 

 

 

 

 

地元食材を通じ

て能代を知り、 

地産地消を 

進めよう 

 

 

 

 

 

計画的な 

食育推進運動を

進めよう 

 

 

 

 

 

基本方針４ 基本方針３ 基本方針２ 

心身の 

健康増進 

豊かな 

人間形成 
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     【 基本目標 】 

○毎日３食きちんと食べよう。 

○食事バランスガイド※５を活用し、バランスの良い食事を心が 

けよう。 

○食塩や野菜の摂取量などを意識しよう。 

○家族や仲間と楽しく食事をし、絆を深めよう。 

○食後の歯磨きを習慣化し、歯を大切にして、健康寿命を延ばそう。 

○健康的で豊かな大人の食生活を実践し、健康の維持に努めよう。 

 

【 基本目標 】 

○食品の安全・安心に関する知識を身に付けよう。 

○自分の体質や体調に応じた食を選択する力を身に付けよう。 

○食事マナーや作法を学び、豊かな人間性を育もう。 

○手洗いや適切な食品管理で、感染症や食中毒の予防に努めよ 

う。 

○食材の買いすぎや食べ残しを減らし、環境問題へ貢献しよう。 

○食の大切さを学び、豊かな心と健康な体を育もう。 

  

       【 基本目標 】 

○能代の旬な食材や郷土料理、行事食を食卓に取り入れよう。 

○家庭の味や郷土の食文化を守り、普及・伝承に努めよう。 

○農林漁業体験を通して、地元食材への理解を深め、食や生産 

者等への感謝の心を育もう。 

○地産地消協力店の登録推進に努めます。 

○地場産農産物の利用促進に向けて積極的な情報発信に努めま 

す。 

         

       【 基本目標 】 

○農林漁業体験を通して、消費者と生産者の交流を図ります。 

○食に関する情報提供や交流の機会を増やします。 

○意識化を図るセミナーや講演会等を開催します。 

〇食育の推進において、インターネットやＳＮＳを有効活用しま

す。 

〇食育により、食や生産者等への感謝を深め、環境に配慮した 

食生活の推進に取り組みます。 

〇持続可能な食を支える食育を推進します。 

○市民の健全で豊かな人間形成を目指し、地域全体で食育推進 

に取り組みます。 

      〇災害にそなえて非常食を準備している人を増やします。 

 

食
を
通
じ
た 

健
康
づ
く
り
を 

し
よ
う 

基本方針１ 

食
に
関
す
る
知
識
を 

身
に
着
け
よ
う 

基本方針２ 

地
元
食
材
を
通
じ
能

代
を
知
り
、
地
産
地

消
を
進
め
よ
う 

基本方針３ 

計
画
的
な
食
育
推
進

運
動
を
進
め
よ
う 

基本方針４ 
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３．食育推進の体系 

 

食育は子どもから高齢者まで、すべての世代にとって重要な取り組みですが、

食に関する環境や生活スタイルの違いによって課題は異なるため、４つの基本

方針と基本目標に沿ったライフステージ※４ごとのテーマを設定し、家庭や保育

所・認定こども園等、学校、地域、行政等が主体的に、かつ連携しながら食育及

び地産地消を推進します。 

 

【 ライフステージごとのテーマ 】 

 

【 取組の“わ” 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

乳幼児期 

（０歳～就学前） 

学齢期 

（小～高校相当） 

青年期 

（学卒～３９歳） 

壮年期 

（４０～６４歳） 

高齢期 

（６５歳以上） 

望ましい食習

慣の基礎をつ

くろう 

望ましい食習慣

を定着させ、食の

体験を深めよう 

健全な食生活を

実践し、次世代

へつなげよう 

食生活を見直

し、健康を維持

しよう 

食を楽しみ、心

豊かな生活を

送ろう 

 
 

 

家 庭 

保育所・認定

こども園等、

学校 

新しい生活様式やライフス

タイルに応じた食育 

行 政 

地域、生産者、 

食に関わる団体 

 

心身の健康増進・豊かな人間形成 

能代市食育推進会議  ・計画の進行管理と評価、見直し 
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４．ライフステージごとの取組 

（１）乳幼児期（０歳～就学前）～望ましい食習慣の基礎をつくろう～ 

 

食べる意欲の基礎をつくり、食に関する様々な経験を重ねる時期です。食べる楽しさ
と食べ物のおいしさを知り、生活リズムの基礎を身に付けるとともに、家庭の味などが
親から子へ伝わり、生涯に渡って食への興味や関心が持てるように、食の体験を広げて
いくことが大切です。 

 

区 分 取組内容 基本方針 

家 庭 

家族と楽しく食事をする。 １ 

食前食後のあいさつや基本的な食事の仕方を身に付ける。 １ 

規則正しい食事と適量の間食で生活リズムを整える。 １ 

素材の持ち味を大切に、薄味を心がける。 １ 

よく噛んで食べる習慣を身に付ける。 １ 

手洗い・うがい・歯磨きの習慣を身に付ける。 １・２ 

家族一緒に料理をする機会等を増やし、さまざまな食材があ

ることを知り、食べてみたいという意欲向上へつなげる。 
２・３ 

いろいろな食べ物を見る・触る・味わう。 ３ 

農林漁業体験を通して食材への関心を高める。 ３ 

保育所・認

定こども園

等 

友だちと一緒に食事をすることを楽しむ。 １ 

おやつも大切な４度目の食事と意識する。 １ 

家庭における食育推進のため、保護者への支援に努める。 １・２ 

給食を通し、基本的な食事の仕方を学ぶ。 ２ 

栽培や収穫体験、生産現場を見学するなど、「知る」「気付く」

「感じる」体験を実施する。 
２・３ 

季節毎の行事食や地場産の旬の食べ物を提供する。 ３ 

カルタやすごろく等、遊びながら「食」や食べ物に興味・関

心を持たせる。 
４ 

食育に関する計画を策定する。 ４ 

地 域 農林漁業体験など、地域や世代間交流の機会をつくる。 ３ 

行 政 

子ども料理教室を開設する。 １ 

乳幼児健診時に栄養指導をする。 １ 

子育て支援センターなどで情報を提供する。 ２ 

農林漁業体験など、地域や世代間交流の機会を増やす。 ３ 

年間を通じた食育のＰＲをする。 ４ 

食育月間や食育の日を普及する。 ４ 

災害にそなえて、非常食を準備するように周知する。 ４ 
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（２）学齢期（小学生～高校生相当）～望ましい食習慣を定着させ、食の体験を深めよう～ 

 

 食の体験を深め、自分らしい食生活を実現する時期です。心身ともに成長が著しいこ

の時期は、食や健康に関する正しい情報の習得や実践がとても重要になります。 

また、食を通じた家族や友達との関わりの中で、生涯に渡って食を楽しむ心を育てて

いくことが大切です。 

区 分 取組内容 基本方針 

 家族と楽しく食事する。 １ 

家 庭  

「早寝、早起き、朝ごはん」で生活リズムを整える。 １ 

間食は量や時間、種類などにも気を付ける。 １ 

食前食後のあいさつや箸の使い方など基本的な食事のマナ

ーを身に付ける。 
１ 

牛乳・乳製品を毎日とって成長を助ける。 １ 

よく噛んで食べる習慣を定着させる。 １ 

手洗い・うがい・歯磨きの習慣を定着させる。 １・２ 

好き嫌いをなくし食べ残しを減らす。 ２ 

家族一緒に地場産の旬の食材を使い料理をする。 ２・３ 

郷土料理や行事食等に親しみ食文化を学ぶ。 ３ 

直売所などの地産地消協力店を積極的に利用し、地産地消に

努める。 
３ 

学 校 

給食や調理実習を通して、食事マナーを学ぶ。 １ 

献立表を通して、保護者へ情報を提供する。 １ 

食事と健康の関係や適切に食品を選ぶ知識を学ぶ。 ２ 

食品ロス削減についての学習をする。 ２ 

食品添加物についての学習をする。 ２ 

栽培や収穫などの体験学習の機会を増やす。 ３ 

学校給食への地場産農産物の安定した供給体制等について、

関係機関と連携し検討する。 
３・４ 

ライフスタイル調査をする。 ４ 

各地域や団体等の活動を通して、食文化の伝承活動をする。 ４ 

行 政 

子ども料理教室を開設する。 ２ 

農作業体験活動の場や機会を提供する。 ３ 

地産地消に関する情報を提供する。 ３ 

学校給食への地場産農産物の安定した供給体制等について、

関係機関と連携し検討する。 
３・４ 

年間を通じた食育のＰＲをする。 ４ 

食育フェスタを開催し、食育への理解を広げる。 ４ 

食育月間や食育の日を普及する。 ４ 

 災害にそなえて、非常食を準備するように周知する。 ４ 
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（３）青年期（高校卒業相当～３９歳）～健全な食生活を実践し、次世代へつなげよう～ 

 

 この時期は、進学・就職・結婚・出産など人生における転機が訪れる時期であり、欠

食や外食利用の増加など、これまでの食生活スタイルが変化しやすくなります。 

食生活スタイルの乱れは栄養バランスの乱れにつながり、心身の健康にも大きな影響

を与えます。健康を守るための適正な食生活の知識や生活習慣を再確認するとともに、

次世代へと伝えることが大切になります。 

 

区 分 取組内容 基本方針 

家 庭 

家族と食事を楽しみ、つながりを大切にする。 １ 

朝食をとる。 １ 

３食きちんと食べて、規則正しい生活リズムを身に付ける。 １ 

栄養バランスと減塩を心がける。 １ 

間食や飲酒、夜食など、日ごろの食生活を振り返る。 １ 

早食いせず、よく噛み、ゆっくり食べる。 １ 

歯と口腔の健康を守る。 １ 

フレイル※６予防のため、食事バランスガイドを活用しよう。 １ 

外食や嗜好品を利用するときに、栄養表示を参考にする。 ２ 

食に関する正しい知識を身に付け、次世代へ伝える。 ２ 

食材の買い過ぎや食べ残しを減らす。 ２ 

直売所などの地産地消協力店を積極的に利用し、地産地消に

努める。 
３ 

家庭の味や伝統料理、行事食を大切にして次世代へ伝える。 ３ 

地 域 

職場において、保健指導を実施し、食生活を含めた生活習慣

の改善を支援する。 
１ 

仲間と食事を楽しみ、つながりを大切にする。 １ 

生産者・食事提供業者として安全・安心な食材のＰＲをする。 ２・３ 

各地域や団体等の活動を通して、食文化の伝承活動をする。 ３ 

行 政 

伝統料理を学ぶ機会を提供する。 ３ 

農林漁業体験交流会を実施する。 ３ 

地産地消に関する情報を提供する。 ３ 

年間を通じた食育のＰＲをする。 ４ 

食育フェスタを開催し、食育への理解を広げる。 ４ 

食育月間や食育の日を普及する。 ４ 

 災害にそなえて、非常食を準備するように周知する。 ４ 

 インターネットやＳＮＳを活用し、情報発信をする。 ４ 

魚の調理実習 

梨の収穫体験 
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（４）壮年期（４０～６４歳）～食生活を見直し、健康を維持しよう～ 

 

 社会の中核を担う年代として、自分自身の食習慣はもとより、次世代に対する望まし

い食習慣の伝達が求められる時期です。青年期までの取組内容を見直し、ライフスタイ

ルの変化に応じた望ましい食生活を心がけ、健康を維持しましょう。 

 

区 分 取組内容 基本方針 

 家族と食事を楽しみ、つながりを大切にする。 １ 

家 庭 

３食きちんと食べて、規則正しい生活リズムを身に付ける。 １ 

栄養バランス、減塩、腹八分目を心がける。 １ 

間食や飲酒、夜食など、日ごろの食生活を振り返る。 １ 

早食いせず、よく噛み、ゆっくり食べる。 １ 

歯と口腔の健康を守る。 １ 

フレイル※６予防のため、食事バランスガイドを活用する。 １ 

食に関する正しい知識を身に付け、次世代へ伝える。 ２ 

食材の買い過ぎや食べ残しを減らす。 ２ 

直売所などの地産地消協力店を積極的に利用し、地産地消に

努める。 
３ 

 家庭の味や伝統料理、行事食を大切にして次世代へ伝える。 ３ 

地 域 

職場において、保健指導を実施し、食生活を含めた生活習慣

の改善を支援する。 
１ 

仲間と食事を楽しみ、つながりを大切にする。 １ 

生産者・食事提供業者として安全・安心な食材のＰＲをする。 ２・３ 

各地域や団体等の活動を通して、食文化の伝承活動をする。 ３ 

行 政 

減塩研修会を開催する。 １ 

一般男性向けの料理講習の機会を提供する。 １・２ 

伝統料理を学ぶ機会を提供する。 ３ 

農林漁業体験交流会を実施する。 ３ 

地産地消に関する情報を提供する。 ３ 

年間を通じた食育のＰＲをする。 ４ 

食育フェスタを開催し、食育への理解を広げる。 ４ 

食育月間や食育の日を普及する。 ４ 

 災害にそなえて、非常食を準備するように周知する。 ４ 

 インターネットやＳＮＳを活用し、情報発信をする。 ４ 
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（５）高齢期（６５歳以上）～食を楽しみ、心豊かな生活を送ろう～ 

 

食を通じて健康的で豊かな生活の実現を心がけ、これまで培ってきた食に関する経験

や知識などを次世代へ伝える時期です。自分の健康を意識した食生活を楽しく実践し、

適切な栄養状態を保つことが大切です。 

 

区 分 取組内容 基本方針 

 家族と食事を楽しみ、つながりを大切にする。 １ 

家 庭  

３食バランス良く食べて、栄養不足に気を付ける。 １ 

積極的に減塩に取り組む。 １ 

歯周病や口腔機能低下などの予防に努める。 １ 

フレイル※６予防のため、食事バランスガイドを活用する。 １ 

個々に合わせた料理法や調理形態に配慮した食事にする。 １・２ 

食材の買い過ぎや食べ残しを減らす。 ２ 

直売所などの地産地消協力店を積極的に利用し、地産地消に

努める。 
３ 

郷土料理や行事食の知恵と技を次世代へ伝える。 ３ 

地 域 

仲間と食事を楽しみ、つながりを大切にする。 １ 

手軽にできる調理の工夫などの情報交換をする。 ２ 

各地域や団体等の活動を通して、食文化の伝承活動をする。 ３ 

行 政 

減塩研修会を開催する。 １ 

調理が困難な高齢者等へ夕食を宅配する。 １ 

農林漁業体験交流会を実施する。 ３ 

地産地消に関する情報を提供する。 ３ 

年間を通じた食育のＰＲをする。 ４ 

食育フェスタを開催し、食育への理解を広げる。 ４ 

食育月間や食育の日を普及する。 ４ 

 災害にそなえて、非常食を準備するように周知する。 ４ 

 インターネットやＳＮＳを活用し、情報発信をする。 ４ 
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基本目標達成に向け、具体的な取組を進めていくにあたり、達成状況を客観的

に把握するため、次のとおり目標値を定めます。 

 

No. 項    目 
基本

方針 
現状値 

目標値 

(R12年

度) 

備考 

１ 毎朝、朝食を食べる子どもの割合 １ 
83.3% 

(R6年度) 
100% 

のしろ健康２１ 

計画目標値 

２ 
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 1日 2

回以上の者の割合 
１ 

48.8% 

(R6年度) 
50% 〃 

３ 
成人の１日の野菜摂取量を 350ｇとすることを

知っている人の割合 
１ 

44.9% 

(R6年度) 
60% 〃 

４ 
塩分摂取量を１日 7ｇ未満にしていると思う人の割

合 
１ 

17.4% 

(R6年度) 
30% 〃 

５ 
メタボリックシンドローム該当者及び予備群 

者の割合（％）［40～74歳］【追加】 
1 

21.9% 

(R6年度) 
14.7% 〃 

６ 
食事の食べ残しを減らす心がけや工夫をしてい

る人の割合 
２ 

88.7% 

(R6年度) 
90%  

７ 
県平均と比較した地場農産物の学校給食使用率 

【変更】 
３ 

＋9.4% 

(R5年度) 
＋15%  

8 地産地消協力店の数【追加】 ３ 
59店 

(R6年度) 
65店  

9 「食育」に関心を持っている人の割合 ４ 
75.2% 

(R6年度) 
90%  

・No.1：ライフスタイル調査抽出校へのアンケート調査 

・No.2：3 歳児健康診査対象児保護者対象の「食育」に関するアンケート調査 

・No.3,4：市民健康意識調査  

・No.5：健康診査データ 

・No.6,9：市民意識調査  

・No.7：学校給食物資使用調査   

・No.8：農業振興課調べ 

 

 

第４章 食育推進の目標値 

食育推進 
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１.推進体制 

 

市の関係各課だけでなく、学校関係や食に関する市民団体等の、さまざまな分

野の関係者が連携し、それぞれの特性を活かした食育を進めるため、食と農に関

わる関係者および関係機関で構成する「能代市食育推進会議」を設置し、食育を

推進します。 

 

２.進行管理 

 

計画の推進にあたっては、目標の達成状況や各取り組みの進捗状況を把握

し、PDCAサイクル※７手法により進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進体制 

食育推進 
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資料  

１．用語説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２【食育の日・食育月間】 

  「食育月間」は、国・地方公共団体・関係団体等が協力して、食育推進

運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図るため「食育

基本推進計画」により定められた月間であり、毎年６月である。 

また、「食育の日」は毎月１９日であり、食育推進運動を継続的に展開

し、食育の一層の定着を図るための機会として、同じく「食育推進基本計

画」により定められた。 

※４【ライフステージ】 

  人間の一生における乳幼児期・学齢期・青年期・壮年期・高齢期など 

のそれぞれの段階のこと。 

※１【地産地消協力店】 

  「地産地消」の趣旨に賛同し、新鮮でおいしく、安全・安心な地場産農 

産物を利用、販売し、広く市民や観光客等にアピールし、地場産農産物の

消費拡大を進めるお店等のこと。 

※３【食育ピクトグラム】 

   農林水産省が、子どもから大人まで誰にでもわかりやすく食育の取組

を伝えるため、表現を単純化した絵文字「ピクトグラム」を作成した。 

第４期能代市食育推進計画においてすべてに当てはまっている。 
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※６【フレイル】 

  加齢により心身が老い衰えた状態のこと。 

 

※５【食事バランスガイド】 

1日に、「何を」、「どれだけ」食べたらよいかを考える際の参考になるよ 

うよう、食事の望ましい組み合わせとおおよその量をイラストでわかり 

やすく示したもの。 

 

 

※７【PDCAサイクル】 
 

PDCAサイクルとは、「Plan（計画）」→「Do（実行）」→「Check（評価）」→

「Act（改善）」のサイクルを繰り返すことで業務の改善や効率化を継続的に

行う手法。 
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２．地産地消協力店一覧（令和７年９月末時点のものです） 

○飲食業 

名 称 住  所 電話番号 

やま久（やまきゅう） 能代市上町 6-12 0185-54-8611 

酒食彩宴「粋」（いき） 能代市東町 8-9 0185-53-5243 

宝むらん（ほうむらん） 能代市柳町 6-8 0185-52-3953 

花てい 能代市二ツ井町字三千苅 68-4 0185-73-5015 

寿晴（ひさはる）ラーメン 能代市二ツ井町飛根字新大林 320 0185-75-2333 

暖（だん） 能代市二ツ井町字三千苅 14-18 0185-73-4100 

十割そば専門店 そばこま

ち 
能代市明治町 15-2 0185-52-2069 

寿司・居酒屋 旬 能代市柳町 157 0185-55-1780 

シャトー赤坂  

レストランジロー 
能代市西通町 3-6 0185-54-7255 

ミキ寿司 能代市大手町 5-26 0185-54-2415 

旬味惣菜 だいこん亭 能代市二ツ井町字三千苅 80-6 0185-73-5327 

萬福（まんぷく）食堂 能代市二ツ井町字三千苅 5-64 0185-73-4939 

いし川 能代市柳町 7-4 090-5408-2847 

旬彩の里 野兎(のうさぎ) 能代市竹生字竹生 176 0185-54-8966 

割烹 松風庵 能代市清助町 3-29 0185-52-0121 

レストラン メルカート 能代市字下瀬 33-5 0185-54-7500 

冒険家の食卓 おがわ亭 能代市西通町 1-7 0185-52-1916 

肴の市場 満月 能代市柳町 6-13 0185-55-3699 

ささがわ食堂 能代市柳町 11-1 イオン 3Ｆ 0185-54-2424 

酒どこ べらぼう 能代市柳町 2-39 0185-54-4066 

美味処 梵天丸（ぼんてん

まる） 
能代市通町 9-5 0185-88-8315 

喰いもんや a．晩亭 能代市柳町 8-27 0185-55-0439 

鉄板空間 縁～Enishi～ 能代市柳町 6-16 0185-74-5474 

Café’&Bar とまり木ひなた 能代市柳町 2-24 0185-54-8399 

らぁめん大将 能代市二ツ井町字塚ノ台 54-1 0185-73-2833 
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名 称 住所 電話番号 

夢工房 咲く・咲く 能代市上町 8-21 090-2279-4492 

café & asobiba 4-6 能代市元町 4-6 080-7209-4909 

あさがや 能代市柳町 8-30 0185-54-4054 

 

○量販店 

名 称 住  所 電話番号 

テラタ向能代店 能代市落合字上谷地 26-1 0185-55-3318 

テラタバイパス店 能代市字東大瀬 52-2 0185-52-2155 

イオン能代店 能代市柳町 11-1 0185-55-2355 

イオンスタイル能代東店 能代市鰄渕字古屋布１ 0185-70-1770 

いとく能代通町店 能代市通町 2-1 0185-54-5800 

いとく能代ショッピングセ

ンター 
能代市字寺向 70 0185-89-2480 

いとく能代南店 能代市字寿域長根 52-3 0185-54-7611 

いとく二ツ井ショッピング

センター 
能代市二ツ井町字中坪 18-1 0185-73-3113 

いとく能代北店 能代市落合字上前田 171 0185-74-6565 

 

○直売所 

名 称 住  所 電話番号 

みょうが館 能代市字中関 33-1 0185-58-3005 

ねぎっこ村 能代市河戸川字北西山 189 0185-52-6200 

みずほ 能代市住吉町 15-4 0185-88-8925 

直売所よりみち 能代市二ツ井町字下野 38-2 0185-88-8277 

道の駅 ふたつい 能代市二ツ井町小繋字泉 51 0185-74-5118 

 

○青果業 

名 称 住  所 電話番号 

藤原青果店 能代市元町 10-1 0185-54-5844 

佐々木青果店 能代市万町 2-15 0185-52-6916 
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○宿泊業 

名 称 住  所 電話番号 

ホテルニューグリーン能代 能代市青葉町 3-5 0185-54-3511 

民宿 まごころ荘 能代市河戸川字上大須賀 46-1 0185-54-1000 

湯らくの宿 のしろ 能代市落合字亀谷地 1-11 0185-54-2121 

きみまち阪 壱ノ座（いち

のくら） 
能代市二ツ井町小繫字泉 20 0185—73-3925 

川どこ べらぼう 能代市能代町字赤沼 48-21 0185-53-3040 

 

○製造業 

名 称 住  所 電話番号 

鶴形そば製造加工株式会社 能代市字戸草沢 5-12 0185-58-3920 

能代中央食品  能代市浅内字浜浅内 10 0185-55-0841 

民宿 まごころ荘 弁当部 能代市河戸川字上大須賀 46-1 0185-54-1000 

アグリコッペ 能代市浅内字成合下 60 0185-52-4687 

木能実（wara no bag） 能代市字彩霞長根 35 0185-88-8670 

田の源そば 能代市二ツ井町梅内字川端 73 0185-73-6212 

田の源工房 能代市二ツ井町梅内字川端 73 0185-73-6212 

ときめき工房・ねまーる 能代市上町 8-21 090-2279-4492 

髙橋商店 能代市二ツ井町字下野家後 120-5 0185-73-2958 

 

○その他（イベント） 

名 称 住  所 電話番号 

ＮＰＯ法人元気秋田応援隊

のしろ来来来（みらい） 
能代市字豊祥岱 1-312 0185-88-8418 

詳しい情報は能代市ホームページにあります。 
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３．能代市食育推進会議委員名簿 

任期 令和７年７月２９日～令和９年６月３０日 

（敬称略） 

所 属 ・ 役 職 氏  名 

会 長 能代市立第四小学校 校長 湊 正人 

副会長 
ＪＡあきた白神農産物直売所 

はまなす産直会（みょうが館） 会長 
工藤 常子 

委 員 
道の駅ふたつい直売所出荷友の会 

事務局 
野口 亮太 

委 員 南部共同調理場 栄養教諭 田中 政子 

委 員 能代市山本郡 PTA 連合会 会長 成田  圭一郎 

委 員 さかき保育園 栄養士 菅原 優子 

委 員 きみまちこども園 保護者会 山谷 都 

委 員 能代市食生活改善推進協議会 会長 佐々木 由美子 

委 員 ときめき工房・ねま～る 事務局 能登 祐子 

委 員 ふたつい女性連合会  畠山 久美子 

委 員 能代市老人クラブ連合会 常任理事 平川  洋子 

委 員 二ツ井松寿会連合会 藤田   弘子 
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